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三菱原子燃料株式会社 

設工認“変更内容”の記載内容に関する総点検 

－設工認変更が必要な項目について－ 

1. はじめに

「分析設備関連 施工に関する調査状況について」（MSR－22－006 2022 年２月 14 日）

において、実機の工事状態と設工認申請書、使事検状況と異なる事例が認められている。

このことを踏まえ、当社において、他設備・建物においても同様の事例がないか、総点

検を実施した。このうち、設工認申請書を変更すべき項目について抽出し、設工認との

相違が発生した原因を確認の上、設工認申請書を変更すべき点を整理した。

更に、「使用前事業者検査記録に関する自主点検について」（MSR-22-015 2022 年 4 月

12 日）および「建物火災区域境界に関する総点検 について」（MSR-22-016 2022 年

4 月 13 日）においてそれぞれ使用前事業者検査記録の点検と建物火災区域境界におけ

る点検を実施した結果を踏まえ、設工認申請書を変更すべき点を整理した。

これらの設工認申請書の変更にあたっては技術基準適合性の評価を実施し、影響がな

いことを確認した。

2. 総点検での抽出事例について

上述の通り、総点検において抽出された設工認申請書を変更すべき項目を設備について

別紙 1-1 に、建物について別紙 1-2 に示す。

それぞれの項目は設工認への影響により以下の 4 つに分類した。

変更区分を変更すべきもの

仕様表の変更内容の記載の改造内容を変更すべきもの

機器図等図面を変更すべきもの

その他関連箇所

3. 設工認の変更について（新旧比較）

本資料において新旧比較表は添付しない。なお、新旧比較表の整理については以下のと

おりとする予定である。

変更すべき項目毎に、変更区分記載箇所、仕様表、図面についての変更箇所を、設備に

ついて別紙 2-1 に、建物について別紙 2-2 に示す予定である。

共通の変更箇所（累積表、星取表など）については、設備について別紙 2-3 に、建物に

ついて別紙 2-4 に集約して示す予定である。
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なお、検査については、設備の「変更区分」に変更があるものの、検査の項目、方法自

体の変更はない（別紙 2-3 参照）。また、建物、非常用設備については、一部に検査の方

法に追加があるが、既存の工事番号に紐付く形での追加とする予定である（別紙 2-4 参

照）。 

また、「変更区分」を記載している添付書類の工事工程表については、「変更区分」の変

更があるため載せる予定である（別紙 2-3,2-4 参照）。 

4. 技術基準への適合性 

本資料において技術基準への適合性の資料は添付しない。 

全ての変更すべき項目について技術基準への適合性を設計番号毎に確認した。その結果

を設備について別紙 3-1 に、建物について別紙 3-2 に示す予定である。 

変更内容の記載の変更として、改造部分を既設としていたり、工事内容の記載が漏れて

いたりしたとしても、仕様に変更がなければ、技術基準への適合性について影響ないと

いえる。しかし、今回の総点検では、一部に仕様の変更を伴うものがある。これらにつ

いては技術基準への適合性を確認する必要がある。別紙 1-1、1-2 に適合性の確認結果

をあわせて示す。 

いずれも今回の変更により、技術基準への適合性に問題ないことを確認した。 

（参考）各別紙の内容（別紙 2,3 は予定） 

別紙 設備／建物 記載内容 

別紙 1-1 設備  設備毎の番号（No.） 
 設工認上の問題点と設工認上の対応策 
 設工認で影響が及ぶ箇所（ページ数） 
 技術基準適合性の評価結果 

別紙 1-2 建物  建物の部位毎、非常用設備毎の番号 
 設工認上の問題点と設工認上の対応策 
 設工認で影響が及ぶ箇所（ページ数） 
 技術基準適合性の評価結果 

別紙 2-1 設備 別紙 1-1 の No.に対応する新旧比較表 
 設工認冒頭の変更区分の記載箇所 
 仕様表、追仕様表、材料一覧、図面 

別紙 2-2 建物 別紙 1-2 の No.に対応する新旧比較表 
 設工認冒頭の変更区分の記載箇所 
 仕様表、追仕様表、主要な構造材の仕様表、 

各部位の仕様表、図面 

別紙 2-3 設備 別紙 1-1 の No.に対応する新旧比較表 
 別紙 2-1 以外のその他の変更箇所 

別紙 2-4 建物 別紙 1-2 の No.に対応する新旧比較表 
 別紙 2-2 以外のその他の変更箇所 

別紙 3-1 設備 別紙 1-1 の No.に対応する技術基準影響評価 

別紙 3-2 建物 別紙 1-2 の No.に対応する技術基準影響評価 

注：表以外の四角囲み部分は商業機密を含むため非公開 

以 上 
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（別紙1-2）

設工認の変更が必要となる項目について

設工認 “変更内容”の記載内容に関する総点検結果【建物】

No. 分類
安全機能

番号
次数 仕様表番号 仕様表名称 対象部位

仕様表

変更内容

各部位の

仕様表
設工認上の問題点 設工認上の対応策 変更区分

仕様表

（変更内容

他）

図面
その他関連個

所
技術基準の適合性 別紙3-2のNo.

25 変更内容に関する

記載不備

{900}

自動火災報知

設備

火災感知設備

4次 表ホ建－1－1 工場棟組立工場 自火報感知設備

(1箇所）

記載あり 増設及び改

造*

〃 図面を変更する。

―

4次

p.172

6次

p.1065

7次

p.759

4次

p.821

―

消防法に準拠する変更であり問題ない。 25

26 〃 〃 4次 表ハ建－1 工場棟成型工場 自火報感知設備

（1箇所）

記載あり 増設及び改

造*

〃 〃

―

4次

p.121

6次

p.651

7次

p.470

4次

p.820

7次

p.2589

消防法に準拠する変更であり問題ない。 26

27 〃 {904}

緊急対策設備

誘導灯

4次 表イ建－1 工場棟転換工場 誘導灯

（1箇所）

記載なし 変更なし* 消防法に基づく点検において、避難通路ではないところに誘導灯が設

置されていることが判明。設工認どおりの設置場所ではあるが、適切

な位置に移設が必要。設工認の記載見直し、追加工事および再検査が

必要。

設工認に改造を記載する。 4次

p.9

4次

p.57

p.68

6次

p.157

p.169

7次

p.112

p.124

4次

p.794

4次

p.431

p.448

p.451

p.525

p.891

p.2347

p.2403

5次

p.678

p.660

6次

p.4545

p.4527

7次

p.2376

p.2533

p.2742

p.2322

p.2515

消防法に準拠する変更であり問題ない。 27

28
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〃 {844}

加工棟

成型工場

2次 表ハ建－1 加工棟成型工場 鉄扉

（ 1箇所 ）

記載なし － 加工棟成型工場2階のフィルタ室入口は火災区域境界となっているた

め、フィルタ室との境界にある鉄扉には、火災時に閉止する機構が付

いたガラリが必要だが、既存の鉄扉には当該機構のないガラリが付け

られていた。。

仕様表の変更内容等に鉄扉ガラリの鋼板によ

る補修を追記する。

―

2次

p.35

6次

p.643

7次

p.462

2次

p.253

2次

p.17

p.24

p.241

仕様表の変更内容の記載の見直しであり、仕様に変更は

なく、影響はない。
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〃 {855}

付属建物

第2核燃料倉

庫

4次 表ヘ建－1－１ 付属建物第2核燃料倉庫 鉄扉

（ SD91 ）

記載なし － 第2核燃料倉庫の外周は火災区域境界となっているため、入口にある鉄

扉には、火災時に閉止する機構が付いたガラリが必要だが、既存の鉄

扉には当該機構のないガラリが付けられていた。

仕様表の変更内容等に鉄扉ガラリの鋼板によ

る補修を追記する。

―

4次

p.217

p.243

p.246

p.247

p.912

6次

p.1201

7次

p.875

4次

p.591

p.597

p.714

p.715

4次

p.197

p.199

p.201

p.203

p.569

p.611

仕様表の変更内容の記載の見直しであり、仕様に変更は

なく、影響はない。
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追加項目

〃 {851}

付属建物

除染室・分析

室

4次 表ト建－1－３ 付属建物除染室・分析室 壁

（RC ）

記載なし － 除染室・分析室の作業室(2)の外周は火災区域境界となっているため、

西側前室との境界壁にあるガラリには、火災時に閉止する機構が付い

たガラリが必要だが、既存のガラリには当該機構のないガラリが付け

られていた。

仕様表の変更内容等に壁ガラリの鋼板による

補修を追記する。

―

4次

p.347

p.369

p.371

p.378

p.920

6次

p.1624

p.1694

p.4758

7次

p.1221

4次

p.591

p.598

p.752

p.753

4次

p.260

p.283

p.289

p.575

p.1034

仕様表の変更内容の記載の見直しであり、仕様に変更は

なく、影響はない。
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